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適格請求書発行事業者e-Tax登録申請
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e-Taxホームページ
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e-Taxソフト(WEB版)の入口
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e-Taxソフト（WEB版）メインメニューからログイン

税理士の利用者識別番号と
暗証番号でログイン
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メインメニュー～申告・申請・納税 からデータの作成

新規作成の「操作に進む」
ボタンからデータ作成
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e-Taxソフト（WEB版）のメニュー
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メニューから適格請求書発行事業者の登録申請
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納税者・税理士等情報の入力（※必須 だけ入力）
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1111 2222 3333 4444

浅草 太郎

1234 5678 9876 5432

必須事項が入力されていないと
エラー画面が出ます



注意事項の画面
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提出先税務署を確認して作成開始
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提出先税務署は
基本情報から連動



申請者情報の入力（フリガナも必須項目）
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OKをクリックして戻っ
てフリガナを入力



申請者情報の入力と納税地・住所地同一のチェック
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エラーが出たら
OKをクリックして
戻って納税地フリガ
ナ入力と納税地・住
所同一チェック

電話番号は必須では無い

入力エラーが出なくなったら「次へ」

トウキョウトスミダクナリヒラ２－１３－１

●



課税事業者に該当するかどうかをチェック
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はい（課税事業者）の場合
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いいえ（免税事業者）の場合①
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いいえ（免税事業者）の場合②
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公表事項の申出書
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原則の公表事項は登録番号の他
① 申請者の氏名又は名称
② 法人(人格のない社団等を除く)は

本店等の所在地も

個人が以下の事項の公表を希望する
場合には、この公表申出書を提出
・ 主たる屋号
・ 主たる事務所の所在地等
・ 通称(住民票記載のものに限る)
・ 旧姓(旧氏)氏名(住民票記載のものに限る)

人格のない社団等が本店等所在地を
公表したい場合もこの申出書を提出

登録申請書の最後の画面の
「公表申出書を作成する」ボタンから
直接この作成画面が開く

最初の作成開始画面の「追加」ボタンからも
この作成画面が開く



最初の作成画面から公表申出書を作成する場合
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屋号の入力例
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税務代理権限証書の追加
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ここで追加する前に
e-Taxソフト（ダウン
ロード版）で
税務代理権限証書
を作成しておく



e-Taxソフト（ダウンロード版）で税務代理権限証書を作成
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＊税務代理権限証書を添付
書類として作成するには
顧問先の利用者ファイルで開
く必要は無い

税理士（自分）の
利用者ファイルを開く

作成～添付書類
で新規作成



税務代理権限証書（平成27年7月1日以降提出分）を選択
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税務代理権限証書を作成
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税務代理の対象は空欄に
「消費」～チェックを入れる
年分は「適格請求書発行事業
者登録申請」と記入

下のメニューで「作成完了」

本所税務署⻑



税務代理権限証書に電子署名
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選択

署名可能



日税連ICカードで署名
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1 2

3 4

ICカードを利用を選択して次へ 日税連税理士用電子証明書
を選択して次へ

内容確認してOK PIN入力してOK



作成した税務代理権限証書の切り出し
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署名完了でOKをクリックすると添付書類一覧に戻る

署名あり



切り出し先（保存先）を選択して保存
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区別しやすいファイル名に変更

保存するフォルダを
決めておく
（デスクトップにe-Tax
フォルダを作るとか）



e-Taxソフト（WEB版）に戻って税務代理権限証書を追加
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参照ボタンをクリックし
保存した税務代理権限
証書を指定



保存したフォルダを開いて税務代理権限証書を選択して開く
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保存したフォルダを開いて

保存した税務代理
権限証書を選択

添付ボタンをクリック
して添付完了



添付済みの添付書類に税務代理権限証書が表示される
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添付済みの添付書類を確認して
「閉じる」

最初の画面に戻って「次へ」



入力が終わったら帳票表示で内容確認

33

課税事業者も免税事業者
も帳票は2枚

公表申出書を作成してい
る場合には＋1枚

税務代理権限証書がある
場合には＋1枚

帳票表示ボタンをクリックしてＰＤＦ表示
実際の申請書形式で入力内容確認



ＰＤＦ表示で内容を確認
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表示ボタンをクリックすると
ＰＤＦが表示される

ＰＤＦ表示を終了したら
キャンセルボタン

個人の場合は個人番号を
印刷するかどうかのチェック



【参考】 課税事業者の場合
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【参考】 免税事業者の場合
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昭和 38    年 7    ⽉ 27    ⽇

パソコンソフト開発・保守

＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊

✔



【参考】 公表申出書（屋号のみ公表の例）と 税務代理権限証書
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元の画面に戻って電子署名

38

電子署名前は薄く「未署名」
となっている

「キャンセル」を押して次の手順へ



日税連ICカードで署名

日税連 税理士用電子証明書 を選択

カードタイプの電子証明書 を選択

電子署名の付与
をクリックし
暗証番号（PIN）
を入力
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署名済を確認して送信
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【参考】 全部e-Taxソフトダウンロード版で行う方法
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日税連マルチメディア研修
～2022年3月23日
＜近畿会提供研修＞インボイス制度研修会①（後半）
「登録申請手続におけるe-Tax対応の概要について」
講師：情報システム部員



登録通知データ

「登録通知書をe-Taxで受取ることを希望する」
にチェックを入れた場合には
登録番号が発行された後に
e-Taxに適格請求書発行事業者の
登録通知書が届きます

登録通知データには、法定の公表事項
のみを印字し、「主たる屋号」や
「主たる事務所の所在地」などの
公表申出事項は、印字されません

登録通知が格納された段階で
e-Taxに登録しているメールアドレス
宛にお知らせメールが届くきます

通知書は税理士への転送設定の対象
ではありませんが、マイナンバーカード等
でのログイン不要で確認できます
（ベンダーソフト等での場合は
そのソフトの利用方法をご確認ください）

常用漢字等を使用して公表するので
申請書に記載された文字と公表される文字
とが異なる場合があります
（通知書も公表サイトも）

浅草 太郎

本所浅草 太郎

東京都墨⽥区業平２－１３－１

130 －0002
令和 4 年 10 ⽉ 11 ⽇
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登録通知の確認は
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【第2条第4項第1号の例外】
当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの
及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の
承諾を得てするものを除く。

登録通知データを確認するために利用者識別番号と
パスワードを利用することの確認と同意

＊通知書は税理士への転送設定の対象では無い
＊納税者のメッセージボックス（通知等一覧）でしか確認できない
＊マイナンバーカード等でのログイン不要で確認できる

不正アクセス禁止法 （不正アクセス行為の禁止等に関する法律）
第3条（不正アクセス行為の禁止）
何人も、不正アクセス行為をしてはならない
・・・3年以下の懲役又は100万円以下の罰金

＊不正アクセス行為とは
他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ
当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態
にさせる行為 （第2条第4項第1号）



登録通知データはメッセージボックスに（申請時チェックした場合）
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納税者の利用者識別番号でログインして通知書を開く
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納税者の利用者識別番号
と暗証番号でログイン

電子証明書が無い場合



通知書一覧を開いても登録通知データは出てこない
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1111222233334444

クリックしてプルダウンメニュー



適格請求書発行事業者通知書を選択して切替ボタン
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1111222233334444

して切替ボタン
適格請求書発行事業者通知書
を選択



適格請求書発行事業者通知書が現れる
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格納日で選択

適格請求書発行事業者通知書の状況から
適格請求書発行事業者通知書一覧へ

2022/10/11 20220921164157662118令和4年9月21日

1111222233334444



適格請求書発行事業者登録通知の表示と保存

49

確認ボタンで表示

ダウンロードはxmlファイル形式
（PDFファイルのダウンロードでは無い）

Edgeならブラウザ右上の
[・・・]をクリックするとメニュー
が開く

真ん中よりちょっと下の方に印刷メニュー

ブラウザのメニュー
から印刷



適格請求書発行事業者公表サイト
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https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/



【参考】 マニュアル
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/
shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm



所得税申告書閲覧のe-Tax申請
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申告書等情報取得サービス（納税者本人がやる手続）

53

以前からある申告書等閲覧サービス
＊ 所得税等・法人税等・消費税等・相続税・贈与税他各種の申請書等
＊ 納税者本人及びその代理人が閲覧可能
＊ 閲覧申請書・委任状（税理士の場合税理士証票）
＊ コピー不可、写真は手続を踏めば可

令和4年5月23日から「申告書等情報取得サービス」開始
＊ ① 所得税及び復興特別所得税確定（修正）申告書

② 青色申告決算書
③ 収支内訳書

＊ 納税者本人のみ（代理人や相続人は不可）
＊ e-Taxソフト（WEB版・SP版）で申請～PDFファイルを取得できる
＊ マイナンバーカードが必要
＊ 書面又はe-Taxにより提出した申告書等のうち、直近3年分

（令和2年分以降）が対象
＊ 申請からPDFファイルの取得までには数日かかる
＊ PDFファイルのダウンロード可能期間は、メッセージの格納から180日以内
＊ 紙で申告したものもe­Taxで所得税申告書等のPDFファイルを取得できる



e-Taxホームページ
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e-Taxソフト(WEB版)の入口
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e-Taxソフト（WEB版）メインメニューからログイン

マイナンバーカードでログイン
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ICカードリーダーライターにマイナンバーカードをセットしてログイン
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マイナンバーカードの利用者証明用
パスワード（数字4桁）を入力



マイナンバーカードでログイン以外ではエラーメッセージ
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利用者識別番号と
パスワードでのログインは
新規作成メニューで
所得税申告書等情報
の閲覧を選択すると
エラーになって進めない

マイナンバーカードでのロ
グインで日税連ICカード
を使うとエラーが出てログ
インできない



メインメニュー～申告・申請・納税 からデータの作成

新規作成の「操作に進む」
ボタンからデータ作成
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e-Tax（WEB版）のメニュー
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提出先税務署の選択と閲覧対象書類の選択
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提出先税務署は
基本情報から連動

閲覧申請する年分と対象書類
をチェック

直近３年分申請できる制度だが
令和２年分以降が対象



申請内容を確認して電子署名

62

電子署名前は薄く「未署名」
となっている



マイナンバーカードで署名

マイナンバーカードしか選択できない

カードタイプの電子証明書 を選択

署名用パスワード
を入力

1

2

3

4

5
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6



署名済を確認して送信
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受付システム（メッセージボックス）で閲覧データを確認
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納税者の利用者識別番号でログインしてメッセージボックスを開く
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納税者の利用者識別番号
と暗証番号でログイン

最初からマイナンバーカード
でのログインも可

利用者識別番号でログイン
した場合は閲覧データを開く
時に電子証明書が必要



マイナンバーカードで認証

マイナンバーカード方式 を選択

1

2

3

67

マイナンバーカードの
利用者証明用パスワード
（数字4桁）を入力

メッセージボックス一覧から「申告書等閲覧申請結果（所得税）」をクリック

4



発行された申告書等PDFデータをダウンロード
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税務調査関係書類のe-Tax提出

69



税務調査関係書類のe-Taxによる提出とは

70

＊ 対象・・・税務調査や滞納整理

＊ 調査・徴収事務担当職員から求められた書類を提出する場合

（帳簿書類や請求書・納品書などの写し）
・・・求められた書類のみ

＊ イメージデータ（PDF形式）により、担当者（担当部署宛）へ提出

＊ 法人･個人を問わず利用可能

＊ 税理士による代理送信も可能

＊ 法人の代表者以外（代表者から委任を受けた役員や経理担当者）が
送信することも可能・・・電子委任状を利用

＊ 送信には「提出先調査部門等番号」が必要

＊ 1送信当たり最大136ファイル、合計で最大８ＭＢの上限を予定

＊ 追加送信も可能

印刷、コピー、郵送代、税務署に行く、などが不要になる

令和4年1月から実施済



【参考】 提出先調査部門等番号のお知らせ

71

送信に必要な
「提出先調査部門等番号」は
担当調査官から指定される

電話で教えてもらえる？
紙で郵送される？



【参考】 e-Taxソフトダウンロード版での代理送信方法
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e-Taxソフトダウンロード版で作成

73

納税者の利用者ファイルで作成

作成～申告・申請等
で新規作成



調査関係書類（イメージデータ）の作成
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1

2

3

申請・届出～その他国税関係

調査関係～調査関係書類（イメージデータ）
～調査関係書類（イメージデータ）

任意の名称を付ける



まず基本情報を登録

75

（必須）は 法人の場合

＊利用者識別番号と法人名
・・・利用者ファイルを作った時に
・・・入力済

＊提出先税務署

＊納税地住所

＊代表者名・代表者住所

必須では無いが
帳票で入力できないので
法人番号と提出年月日も
基本情報で入力

必須では無いが
税理士が代理送信する場合には
税理士情報を入力
・利用者識別番号
・氏名又は名称フリガナ
・氏名又は名称
・郵便番号
・住所
・電話番号

提出先税務署は
「提出先設定」を
クリックして順に選択



作成する調査関係書類（イメージデータ）を開く

76

ダブルクリックで開くか
選択して帳票編集



イメージデータ送付書（調査関係書類）

77

提出年月日、提出先税務署、
送信者、税理士等氏名、
税理士等電話番号は
基本情報から連動
・・・ここで入力できない

提出先部門・調査官名など

提出先調査部門等番号

送信資料名（適当でいい）

連絡先は税理士でいい
会社の代表者にする場合は
「送信者と同じ」をチェック

入力終わったら「作成完了」

令和4年9月税務調査提出資料



申告・申請等一覧に戻って「新規作成」～添付書類送付書

78



添付書類送付書の作成

79

1

2

3

申請・届出～その他国税関係

調査関係～イメージ添付書類（調査関係書類）
～添付書類送付書

任意の名称を付ける



基本情報が開く・・・提出年月日だけ

80

提出年月日以外の情報
は残っているので
提出年月日だけ再度入力



作成する添付書類送付書を開く

81

ダブルクリックで開くか
選択して帳票編集



添付書類送付書にPDFファイルを添付

82

手続名に税務調査
関係書類と記入



添付するPDFファイルを選択

83
添付書類名称を入力

事前に保存しておいた
PDFファイルを選択



PDFファイルが添付書類送付書に記載される

84

PDFファイルが添付されて
添付書類送付書に記載される

全てのPDFファイル添付
が終わったら「作成完了」

添付書類（PDF）の組み込み
ボタンで次のPDFファイルを
添付・・・同様の手順で全ての
PDFファイルを添付する



申告・申請等一覧に戻って電子署名のメニューへ

85

署名可能



データを選択して電子署名

86

2つとも選択

署名数0



日税連ICカードで署名

87

1 2

3 4

ICカードを利用を選択して次へ 日税連税理士用電子証明書
を選択して次へ

内容確認してOK PIN入力してOK



送信可能一覧のメニューへ

88

署名数1になっている



添付書類は紐付けしないと送信できない
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添付書類は単独で電子送信できない 本体の申請書・届出書である
イメージデータ送付書（調査関係書類）に紐付けして一緒に送信する

選択して「紐付け」 まだ紐付け先が空白



添付書類の紐付けが終わったら送信

90

イメージデータ送付書（調査関係書類）
を選択して「OK」

紐付け先に本体の
申請書・届出書が
表示される

選択して送信



利用者識別番号を納税者から税理士に変更

91

OKをクリックすると送信
即時通知・受信通知を確認

納税者の
利用者識別番号を

税理士の利用者識別番号
へ変更して

税理士の暗証番号



92


